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　職務発明制度（特許法35条）については、裁判所
による高額な「相当の対価」を認容する判決を受け
て、主に使用者側（企業）から使用者に対する特許
を受ける権利等の原始取得や対価請求権自体の廃止
を求める意見が持ち上がり、これを受けた平成27年
法改正では、使用者等に対する特許を受ける権利の
原始取得を認めつつ、相当な利益請求を認めるとい

う新しい形の特許法35条が成立しました。この改正
に対応するべく、それぞれの企業や大学などにおい
て職務発明規定の見直しを含めた様々な検討がなさ
れ、その間、筆者にも種々のご相談があり、色々考
えさせられることが多かったように思います。
　最近では、ようやく各社の規定の改正の動きも一
段落したように感じますので、今回は、改めて職務
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発明制度について、日頃思っていることをいくつか
述べてみたいと思います（もちろん、筆者のまった
くの私見に過ぎません。また、以下で引用する条文
は特に断らない限り特許法の条文です。）。
　なお、以下では、譲渡等の対象としては「特許を
受ける権利」を中心に述べ、また、「使用者等」とし
ては「企業」を中心に述べますが、譲渡等の対象が

「特許権」などであっても、また、「使用者等」が大
学などであっても、基本的には同じ話になります。

１．「発明」は誰の物か
（１）「発明」と「特許を受ける権利」等

平成27年の法改正においては、特許を受ける権
利を誰に帰属させるのかが大きな論点となりまし
たが、この問題を考える際には、「発明」と「特許
を受ける権利」とを峻別して考えないといけない
のだと感じていました。この点は、職務発明の問
題を考える際の基本的な視点になると思いますの
で、以下に説明したいと思います。

（２）「発明」とは

特許法上における「発明」とは、「自然法則を利
用した技術的思想の創作のうち高度なもの」をい
うのですから（２条１項）、「発明」とはあくまで
も技術に関する「情報」のことです。したがって、
発明は有体物のように「所有」という概念にはな
じまないものですし、もちろん、「譲渡」できるよ
うなものでもありません。

それ故、「発明は誰の物」か、といえば「誰の物
でもない」ということにならざるを得ないように
思います。もっとも、以下のことは言えると考え
ています。

すなわち、ここで問題となっているのは、「職
務発明」ですから、当然のことながら、その発明
は企業等における「職務」としてなされています。
そしてそうである以上、当該発明は企業等の「営
業秘密」に該当するはずの情報ですから、その管
理は専ら当該企業等に委ねられるものであって、
従業者等がみだりにこれを第三者に開示すること
などはできないはずです。この意味において、発
明は「発明者のもの」というよりも、むしろ「企
業のもの」といえるのではないでしょうか。

この点、特許法35条１項は従業者等が自ら特許
出願できる前提で規定されているようにも思われ
ますが、仮に、特許を受ける権利が従業者等に帰
属する場合であっても、そうだからといって、発
明の営業秘密性が自動的に消滅するわけではない
ことからすると、従業者等が、使用者等の許可を
得ることなく発明（営業秘密）の公開をもたらす
行為をできるのか、ということには疑問を感じま
す。

（３）「特許を受ける権利」

一方、「特許を受ける権利」は、ある発明につい
て特許出願をすることができる「法的権利」であっ
て、財産権のひとつです。特許法35条が譲渡等の
対象としたり、原始取得の対象としているのは、
あくまでも「特許を受ける権利」であって、「発明」
ではありません。職務発明制度の話が出ると、こ
のあたりが明確な区別なく議論されているように
感じることがあり、これが混乱の一つの原因のよ
うに感じます。繰り返しになりますが、職務発明
制度の対象となっているのは、法的権利である特
許を受ける権利の譲渡とか原始取得であって、そ
れが出願･審査され特許権になれば、当該特許権
が対象とする発明についての独占権（排他権）が
発生しますが、それは特許権の効力の問題であっ
て、「発明」の譲渡があったからではありません。

この点に関連して、平成27年の法改正における
議論では、特許を受ける権利は本来的に自然人だ
けに発生・帰属するものであって、使用者等に原
始取得させることができるのかという点も検討対
象であったようですが、上述のとおり、発明を契
機にして発生するとはいえ、特許を受ける権利自
体は一種の財産権に過ぎないのですから、その帰
属をどのように決めるのかは純粋な立法論の問題
と言って良いと思われます。

（４）職務発明制度における「発明」の位置付け

過去の裁判例を見ると、使用者等がある発明を
利用して儲けた利益の一部を分配することこそが
職務発明制度であるかのような判断があり、その
ような判断を受けて、企業に混乱が生じ、特許法
35条を早急に改正すべきという流れになったよう


